
AI2006-2

航空重大インシデント調査報告書

Ⅰ 全 日 本 空 輸 株 式 会 社 所 属 ＪＡ８０９９

Ⅱ ノ ー ス ウ エ ス ト 航 空 会 社 所 属 Ｎ６４５ＮＷ

Ⅲ 航空自衛隊第２輸送航空隊第４０２飛行隊所属 ７８－１０２５

個 人 所 属 ＪＡ４０６０

（接 近）

Ⅳ 個 人 所 属 ＪＡ３８２８

平成１８年 ３ 月３１日

航空・鉄道事故調査委員会



本報告書の調査は、全日本空輸株式会社所属JA8099他3件の航空重大

インシデントに関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法及び国際民間航空

条約第１３附属書に従い、航空・鉄道事故調査委員会により、航空事故の

防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問

うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅰ 全日本空輸株式会社所属 ＪＡ８０９９
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航空重大インシデント調査報告書

所 属 全日本空輸株式会社

型 式 ボーイング式７４７－４００Ｄ型

登録記号 ＪＡ８０９９

発生日時 平成１６年７月１５日 １５時５６分ごろ

発生場所 大阪国際空港

平成１８年 ３ 月 ８ 日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空重大インシデント調査の経過

１.１ 航空重大インシデントの概要

本件は、航空法施行規則第１６６条の４第９号に規定された「航空機内における火

炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生」に該当し、航空重大イン

シデントとして取り扱われることとなったものである。

全日本空輸株式会社所属ボーイング式７４７－４００Ｄ型ＪＡ８０９９は、平成１６

年７月１５日(木)、同社の定期３１便として、東京国際空港を離陸し、１５時５４分

に大阪国際空港に着陸した。その後、補助動力装置を始動して、スポット・イン後、

キャビン後方の客室乗務員より、異臭が報告された。点検の結果、機体後方貨物搭載

室左側面の汚水タンク裏側で、１４本の電線の焼損が発見された。

搭乗者の負傷 なし

航空機の損壊 機体 小破 火炎発生あり

１.２ 航空重大インシデント調査の概要
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1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年７月１６日、本重大インシデントの調

査を担当する主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 外国の代表、顧問

本調査には、重大インシデント機の設計・製造国である米国の代表が参加した。

1.2.3 調査の実施時期

平成１６年 ７ 月１６日 現場調査及び口述聴取

平成１６年 ７ 月２０日 口述聴取

平成１６年 ８ 月 ３ 日 口述聴取

平成１６年 ８ 月 ４ 日 口述聴取

平成１６年 ８ 月 ９ 日 口述聴取

平成１６年 ９ 月１６日 現場調査

平成１６年１０月１３日 現場調査

平成１７年 ４ 月２１日 クランプ及び電線の調査

1.2.4 経過報告

平成１７年７月２９日、その時点までの事実調査結果に基づき、国土交通大臣に

対して経過報告を行い公表した。

1.2.5 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

1.2.6 調査参加国への意見照会

調査参加国に対し意見照会を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

全日本空輸株式会社（以下「同社」という ）所属ボーイング式７４７－４００Ｄ。

型ＪＡ８０９９（以下｢同機｣という ）は、平成１６年７月１５日、同社の定期３１。

便として、東京国際空港から大阪国際空港（以下「同空港」という ）に向けて飛行。
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し、同日１５時５４分に同空港に着陸した。

東京空港事務所に通報された飛行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：計器飛行方式、出発地：東京国際空港、移動開始時刻：１５時００

分、巡航速度：４７５kt､巡航高度：ＦＬ２２０､経路：ＫＺＥ（木更津ＶＯＲ

／ＤＭＥ）～ＴＡＵＲＡ（位置通報点）～ＨＹＥ（横須賀ＶＯＲ／ＤＭＥ）～

（ ） （ ）ＬＨＥ(浜松ＶＯＲ／ＤＭＥ)～Ｖ１７ 航空路 ～ＸＭＣ 河和ＶＯＲＴＡＣ

～ＯＨＤＡＩ（位置通報点）～ＹＡＭＡＴ（位置通報点）～ＩＫＯＭＡ（位置

通報点 、目的地：大阪国際空港、所要時間：０時間３９分、代替飛行場：関）

西国際空港、持久時間で表された燃料搭載量：２時間１８分

同機には、機長ほか乗務員１３名、乗客２６６名、計２８０名が搭乗し、同機の操

縦室には、機長がＰＦ（主として操縦業務を担当する操縦士）として左操縦席に、副

操縦士がＰＮＦ（主として操縦以外の業務を担当する操縦士）として右操縦席に着座

していた。

飛行の経過は、飛行記録装置（以下「ＤＦＤＲ」という 、操縦室用音声記録装置。）

（ 「 」 。） （ 「 」 。）以下 ＣＶＲ という 及び航空機状態監視システム 以下 ＡＣＭＳ という

並びに乗務員及び担当整備士の口述によれば、概略次のとおりであった。

2.1.1 ＤＦＤＲ、ＣＶＲ及びＡＣＭＳの記録並びに関係者の口述による着陸後の経

過

１５時５３分５９秒、同空港滑走路３２Ｌに着陸した。

１５時５５分５３秒、同空港Ａ－２誘導路上で、補助動力装置（以下「ＡＰＵ」

という ）を始動させた。。

１５時５６分ごろ、 機長がＥＩＣＡＳ で“ELEC UTIL BUS L”アドバイ（注１）

ザリー・メッセージ (以下「 UTIL BUS L”メッセ“（注２）

ージ」という ）を確認した。。

１５時５７分０６秒、９番スポットへ、スポット・インを完了した。

１５時５８分１９秒、機長より同機便担当整備士 へ不具合を連絡した。（注３）

１５時５９分ごろ、 乗客が降機を始めた。

１６時０１分ごろ、 機内最後方で客室乗務員（以下「ＣＡ」という ）が異臭。

を感じた。

１６時０３分３６秒、客室最後方左側ドア（以下「Ｌ－５」という ）担当ＣＡ。

より、機長へ異臭の報告を行った。

１６時０７分ごろ、 乗客が降機を完了した。

１６時１９分ごろ、 ＥＩＣＡＳ上でBAT CHARGER APU 及びBAT CHARGER（注４）

MAIN ステータス・メッセージを便担当整備士が確認（注５）
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した。

１６時２８分ごろ、 便担当整備士が、APUを停止させた。

１６時４５分ごろ、 機体電源を停止させた。

２２時２５分ごろ、 焼損箇所を発見した。

（注１）ＥＩＣＡＳ（Engine Indication and Crew Alerting System）とは、エン

ジン及び機体のシステムの作動状態を表示するとともに、各種システムの

状態をコンピューターが自動的にモニターし、異常状態の発生を視覚的か

つ聴覚的にパイロットに知らせる機能を統合したシステムである。

（注２ “ELEC UTIL BUS L”アドバイザリー・メッセージとは、左側UTIL BUS電気）

系統またはGalley Bus電気系統の不具合をＥＬＣＵ（Electrical Load

Control Units）が検知し、UtilityまたはGalley Busに電力供給を停止し

た場合、ＥＩＣＡＳに表示される。

電力供給停止条件は、ＡＰＵ始動後に三相電力供給ラインで、三相間の

位相差が許容値を超えた場合、三相電流値の差が許容値を超えた場合及び

過電流になった場合である。

（注３）便担当整備士とは、航空機の到着から出発までの飛行間における定例的な

整備作業や航空機送り出し業務を行うために、便毎に指名される整備士と

同社では定めている。

（注４ “BAT CHARGER APU”とは、APU BAT CHARGER サーキット・ブレーカー（以）

下「CB」という ）より下流へ電力供給が停止された場合等に表示されるス。

テータス・メッセージで、同社の飛行機運用規程では、Engine Start前に

当該メッセージが発出された場合、運航できないとされている。

（注５ “BAT CHARGER MAIN”とは、MAIN BAT CHARGER CBより下流へ電力供給が停）

止された場合等に表示されるステータス・メッセージで、同社の飛行機運

用規程では、Engine Start前に当該メッセージが発出された場合、運航で

きないとされている。

2.1.2 乗務員及び担当整備士の口述

(1) 機長及び副操縦士

当日は、通常どおりの運航で、飛行中気になるような揺れや雷などもなか

った。同空港の滑走路３２Ｌに着陸後、Ａ－２誘導路の辺りに来た時点で、

着陸後点検を実施し、問題はなかった。ＡＰＵをＡ－２誘導路付近で始動さ

せ、その後、Ｅ－３誘導路を通り、９番スポットの少し手前付近で、ＥＩＣ

ＡＳに“UTIL BUS L”メッセージが表示された。オーバー・ヘッド・パネル

を確認したら “UTIL BUS L”OFF注意灯 (以下「 UTIL BUS-L”OFF、 “（注６）
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ライト」という ）も点灯していた。スポットまで約１分くらいの距離であ。

ったので、そのまま９番スポットにスポット・インした。この時、ＡＰＵ関

係の不具合メッセージ等は表示されていなかった。

スポット・イン後、機上インターホンで、地上にいる便担当整備士に

ＥＩＣＡＳメッセージが表示されたことと “UTIL BUS L”OFFライトが点灯、

している旨、連絡した。すべての乗客の降機が終わる前に、ＣＡから、客室

最後方付近で異臭がある旨、連絡があった。それから、乗客降機完了の報告

があった。降機の際、客室中央左側ドアや客室最前方左側ドア（以下

「Ｌ－１」という ）付近でも、かすかに異臭がした。。

(2) Ｌ－５担当ＣＡ

同空港での着陸は、いつもよりは衝撃が大きかった。乗客が降機を始め、

最後方客室の乗客がいなくなった旨、前方のＣＡに報告した後、客室最後方

右側ドア担当のＣＡから「何かにおわないか」と問われて、自分でも異臭を

確認し、Ｌ－１に出向き、Ｌ－１担当チーフ・パーサーに対し、スポットイ

ン後、電熱線が焦げたような異臭が客室後方で発生しており、その異臭が徐

々に前方キャビンに広がっていることを伝えた。

そしてＬ－１のインターホンを使って、機長に状況を報告した。

(3) 便担当整備士

スポット・イン後、乗務員より機上インターホンで 「着陸して、ＡＰＵ、

を始動後、ＥＩＣＡＳの“UTIL BUS L”メッセージが表示され、現在も表示

されている」旨と、着陸後 「後方キャビンにて異臭が発生している」旨の、

連絡があり、同内容を無線で事務所に連絡した。

乗客の降機後、操縦室に行き、ＥＩＣＡＳで表示されたメッセージを確認

している時に、ＥＩＣＡＳに“BAT CHARGER APU”と“BAT CHARGER MAIN”

というステータス・メッセージが現れた。このメッセージを詳しく調べるた

め 更にＣＭＣ を参照すると “APU BATTERY CHARGER FAIL”及び、 、（注７）

“MAIN BATTERY CHARGER FAIL”のメッセージが表示されていた。

再度、無線で事務所に連絡し、外部電源を接続し、機体電源を外部電源に

、 。 、 、切り替えた後 ＡＰＵをシャットダウンした そして 機長に状況を説明し

約５分後に再度操縦室に行ってＣＭＣメッセージを印刷後、１６時４５分ご

ろ機体電源をOFFにした。

(4) 不具合担当整備士（注８）

同機に不具合が発生したようなので、状況を確認の上、整備処置をとるよ

う、ライン・マネージャーから指示があり、同機へ向かった。

スポット・イン後、乗客が降機中にＭＥＣ（Main Equipment Center）に
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あるＣＭＣで状況を確認した。そこには “#2 Galley Not Powered”が表示、

されており、便担当整備士から無線で受けていた内容と合致していた。

乗客が降機後、操縦室に行って確認したところ、ＥＩＣＡＳに“UTIL

BUS L”メッセージが表示され､オーバー・ヘッド・パネルの“UTIL BUS L”

OFFライトが点灯していた。すぐにＭＥＣにある CBパネルで、ギャレー及び

ユーティリティー関連のCBが正常に入っていることを確認したが、この時、

同じＰ１８０CBパネルにある“DC1 Distribution”CB（１５Ａ）が抜けてい

ることを発見し、リセットしようとしたが、すぐに抜け出しリセットできな

かった。

便担当整備士からは、着陸後、異臭がしたようだという話を聞いていたの

で、Ｌ－５付近に行き、確認したところ、電線の焦げたような臭いがした。

ＡＰＵは乗務員が着陸後始動させ、ずっと作動させたままであったが、便担

当整備士がＣＭＣで、“APU BATTERY CHAGER FAIL”及び“MAIN BATTERY

CHAGER FAIL”のメッセージを確認したことから、この時に機体電源の供給

をＡＰＵから外部電源に切り替えていた。外部電源に切り替えてから、異臭

。 、 、が減ったか否かについての確認はしなかった その後 詳細な点検を実施し

、 （ 「 」 。）同日２２時２５分ごろ 後方貨物搭載室 以下 バルク・カーゴ という

横の後方汚水タンク裏側で、電線束の焼損を含む火炎痕が発見された。さら

に､詳細点検を実施したところ､ＭＥＣ内 Ｐ５１４CBパネルで “AC 1-GSB”、

CB（５０Ａ）が抜けているのが発見された。

、 。 、本重大インシデントの発生場所は 同空港のＡ－２誘導路上であった 発生時刻は

１５時５６分ごろであった。

（注６ “UTIL BUS-L”OFF注意灯は、UTIL BUS L保護回路により、左側ＥＬＣＵが、）

電力供給を停止しているときに点灯する。

（注７）ＣＭＣとは、Central Maintenance Computerの略で、主な機能としては、装

備品の故障情報を記録・表示するなどがある。

（注８）不具合担当整備士とは、発生した不具合の処置のため、不具合内容に応じて

便担当整備士とは別に指名される整備士。

（付図１、３、４及び写真１、２参照）

２.２ 人の負傷

な し

２.３ 航空機の損壊に関する情報

(1) バルク・カーゴ横のストリンガー３４Ｌと交差するステーション（以下
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「ＳＴＡ」という ）２１２０の胴体フレーム付近で、１４本をまとめ一つに。

束ねられた電線束の焼損、断線及び断熱材の一部に焼損が生じていた。

(2) 電線束を機体に固定していた金具（以下「クランプ」という ）が損傷し、。

一部が溶融していた。

(3) (1)、(2)の焼損付近にある、フレーム部材間を接続する継ぎ板の一部及びク

ランプ取付け用金具（以下「ブラケット」という ）の一部が溶融していた。。

(4) (1)の焼損部分から機首方向に約４０ｃｍの位置で、電線束の内９本の電線

が焼損し、破断していた。

（付図３及び写真２、３、４、５、６参照）

２.４ 航空機乗組員等に関する情報

(1) 機 長 男性 ５１歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 平成 ７ 年 ２ 月１４日

限定事項 ボーイング式７４７－４００型 平成１６年 ５ 月２５日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成１７年 １ 月１６日

総飛行時間 １３,４３６時間２６分

最近３０日間の飛行時間 ５６時間５２分

同型式機による飛行時間 ９１時間０２分

最近３０日間の飛行時間 ５６時間５２分

(2) 副操縦士 男性 ３６歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 平成１５年 ２ 月２１日

限定事項 ボーイング式７４７－４００型 平成１１年１１月２２日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成１６年 ７ 月２９日

総飛行時間 ５,６７２時間５７分

最近３０日間の飛行時間 １８時間０９分

同型式機による飛行時間 ２,４３３時間３０分

最近３０日間の飛行時間 １８時間０９分

２.５ 航空機に関する情報

2.5.1 航空機

型 式 ボーイング式７４７－４００Ｄ型

製 造 番 号 ２５２９２

製造年月日 平成 ３ 年１１月１４日
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耐空証明書 第９８－０２５号

有効期限 平成１０年１１月２７日から整備規程（全日本空輸株式会

社）の適用を受けている期間

耐空類別 飛行機輸送Ｔ

総飛行時間 ３０,２４１時間０４分

定時点検(Ｃ整備 平成１６年７月１１日実施）後の飛行時間（注９）

２２時間０４分

（注９）Ｃ整備とは、運航を数日間中止して行われる整備で、その内容は、諸系統

の配管、エンジン、着陸装置などについて入念な点検が実施されるほか、

機体構造の検査、各部の給油、装備品の時間交換などが行われる。同社で

は、同型機の場合、６０００飛行時間又は１８ヶ月いずれか早いほうの間

隔でＣ整備を行うと定めている。

（付図２及び写真１参照）

2.5.2 重量及び重心位置

重大インシデント当時、同機の重量は４６４,０００lb、重心位置は１９.３％

ＭＡＣと推算され、いずれも許容範囲（最大着陸重量５８４,０００lb、インシデ

ント当時の重量に対応する重心範囲１６.１～２６.８％ＭＡＣ）内にあったものと

推定される。

2.5.3 燃料及び潤滑油

、 。燃料は航空燃料ジェットＡ－１ 潤滑油はＢＰターボ・オイル２１９７であった

２.６ ＤＦＤＲ及びＣＶＲに関する情報

同機には、米国フェアチャイルド社製ＤＦＤＲ（モデルナンバー：Ｍｏｄｅｌ

Ｆ８００）及び米国Ｌ－３コミュニケーション社製ＣＶＲ（モデルナンバー：

ＦＡ２１００）が装備されていた。

ＤＦＤＲ及びＣＶＲには、重大インシデントに関連のあるデータや音声が記録され

ていた。

２.７ 損壊の細部状況等

2.7.1 同機の電線焼損に至るまでの不具合経歴

同機は、米国ボーイング社で１９９１年に新規製造され、１９９２年１月１４日

に登録後は同社にて運航されており、現在に至るまで今回焼損した電線束について

交換等が実施された記録はない。



- 9 -

また、同機の航空日誌を確認したところ、今回の重大インシデント直近のＣ整備

が行われる前の約１年間では、運航中に“ELEC UTIL BUS”に関連する不具合は発

生していないが、Ｃ整備実施翌日の平成１６年７月１２日以降、本重大インシデン

ト発生までの４日間で合計１９便運航され、うち９便で電気系統の不具合が発生し

ていた。

当該航空日誌によると、不具合内容は、いずれも地上において、ＥＩＣＡＳの

“UTIL BUS L”メッセージが表示されたというものであり、９便すべてでＡＰＵ始

動後に当該メッセージが表示されたというものであった。

同社の飛行機運用規程においては、一度だけユーティリティー・パワー・スイッ

チをいったんOFFとし、再度ON（以下「リセット」という ）することは許容されて。

おり、これら表示されたメッセージは、いずれも当該リセットにより消えていた。

また、同社はＦＩＭ に規定された手順に従って関連ユニット交換などの（注１０）

整備処置を施したことにより、当該メッセージはその都度復旧していた。しかしな

がら類似不具合の発生が続き、同社は監視事項として監視を継続しながら同機の運

航を行っていた。

（注１０）ＦＩＭ（Fault Isolation Manual）とは、整備士が、操縦室に表示され

たメッセージ、整備用のブラックボックスのメッセージ及び不具合コード

等からフローチャート式手順に従い故障の原因を探求する手順を記したも

のである。

2.7.2 本重大インシデント時、焼損を受けた電線について

電線束の内訳は、以下のとおりである。

(1) 電線番号 W4812-001/-002/-003/-004 の４本はいずれも銅製２４番線

である。ＴＲＵ(Transformer Rectifier Unit)を通し、ＡＰＵスタ（注１１）

ーターへの電力線に流れる電流をモニターする為のピックアップラインであ

る。電流測定器（以下「ＣＴ」という ）からＥＬＣＵに至る。。

(2) 電線番号 W4812-005/-006/-007 の３本はいずれも銅製８番線である。

ＴＲＵを通してＡＰＵスターターへの３相交流による電力線である。ＴＲＵ

上流にあるCBよりも上流で焼損し、最も焼損が進んでいた。

(3) 電線番号 W4812-008 は銅製１０番線の単相交流ラインである。ＴＲＵを

通してＡＰＵを始動する際、電源監視を行うための検知ラインである。

(4) 電線番号 W4812-009/-011 はそれぞれ銅製２０番線の直流ラインである。

ＴＲＵを通してＡＰＵを始動する際、ＴＲＵ冷却ファン・リレーをコント

ロールするためのライン及びGALLEY PWR/TRUの電力ライン切換コントロー

ル・ラインである。
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(5) 電線番号 W4817-001/-002/-003 はアルミニウム製４番線の３相交流ライ

ンであり、ＡＰＵバッテリーの充電器に至る。最上流には５０アンペアのCB

があり、今回焼損した電線の中では最も直径が大きい。

(6) 電線番号 W4817-004 は銅製１０番線の直流ラインである。汚水タンクの

ブロワー及びトイレ水洗のコントロール・ラインである。

（注１１）番線とは、電線の太さを表す単位の一つで、最も太い線を１番線とし、

番手が大きくなると細くなる。

（付図４及び写真３参照）

2.7.3 本重大インシデント時における電線その他焼損の詳細状況

(1) ２.３で記述したとおり、焼損した電線束は、バルク・カーゴ左側面にあ

る汚水タンク裏側のＳＴＡ２１２０、ストリンガー３４Ｌ付近で、胴体フレ

ームに取付けられたアルミニウム製ブラケットにゴム製のカバーの付いたス

テンレス製クランプで束ね、固定されていた。

焼損した電線束は、当該クランプの約８cm後方から機首方向へ約４０cmの

間、ほとんどの電線に焼損があり、うち電線番号W4812-001/-002/-004/

-005/-006/-008/-009/-011及びW4817-002/-003/-004の合計１１本が当該ク

ランプの中で焼損し、破断していた。

ステンレス製クランプの金属部の一部は溶融していた。溶融部を覆ってい

たゴムは焼失し、その周りのゴム部は内側で極端に薄くなっていた。

また、ＳＴＡ２１２０、ストリンガー３４Ｌ付近から機首方向に約３２cm

の位置で、電線番号W4812-003/-005/-006/-007/-009/-011及びW4817-001/

-003/-004の合計９本の電線が焼損し、破断していた。

(2) ＳＴＡ２１２０、ストリンガー３４Ｌ付近にある、フレーム部材間を接続

する継ぎ板の一部及びクランプ取付け用アルミニウム製ブラケットの一部が

熱によって溶融していた。

(3) ＳＴＡ２１２０のフレーム前方付近断熱材（中綿：BMS 8-48 typeⅢ,

grade A、カバー：BMS 8-142 type 1）が約３０cm×５０cmにわたり焼損し

ていた。

（写真３、４、６参照）

2.7.4 CBの状況

次のCBが作動していた。

(1) MEC内P514CBパネル：AC 1-GSB

(2) MEC内P180CBパネル：DC1 Distribution
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2.7.5 クランプ及びブラケットの焼損状況

ステンレス製クランプは、ブラケットに固定された状態で、約２cm下方向に押し

曲げられており、溶融したブラケットとほぼ同じ位置で、クランプの金属部分が、

溶融していた。

（写真８－１、８－２参照）

2.7.6 クランプ内での電線結束状況

ＳＴＡ２１２０部位での電線結束状況は焼損していたため不明であるが、当該部

位をはさむＳＴＡ２１００及びＳＴＡ２１４０におけるクランプ内電線結束状況で

は、クランプの溶融位置に最も近い電線はW4812-005/-006/-007であった。

２.８ 火災及び消防に関する情報

火炎が発生したが、自然に鎮火し消火活動は行われなかった。

２.９ 事実を認定するための試験及び研究

2.9.1 電線の焼損痕について

焼損した電線のうち、電線番号W4812-005/-006/-007及びW4817-001/-002/-003の

焼損痕について詳細に調査した結果、次のことが認められた。

(1) 電線W4812-005及び-006の負荷側の焼損部には、半断線 を示す焼損（注１２）

痕があった。また、電線4812-005の電源側の焼損部には、熱痕 があ（注１３）

った。

(2) 電線W4817-001の焼損部には、２次痕 があった。（注１４）

(3) 電線W4817-002及び-003の負荷側の焼損部には、熱痕があった。

（注１２）半断線とは、電線が絶縁被膜内で断線し、この部分で「断 「続」を繰」

り返す状態、又は完全に断線しないまでも素線の一部が残っている状態。

半断線コードでは断線側の線の負荷側線端には、必ずしも短絡痕が生ずる

とは限らない。

（注１３）熱痕とは、火災熱によってできる溶痕で、短絡 によるものでな（注１５）

、 、 、いため光沢がないのはもちろん 溶断箇所に丸みがなく 溶融範囲が広く

溶滴の垂れ下がりなども顕著である。

（注１４）２次痕とは、火災熱等外部からの熱により絶縁破壊し、短絡することに

よって出来た溶痕。表面形態は、形状が球形でないか、光沢がないか、す

べすべしていない。

（注１５）短絡とは、電線の絶縁被覆が損傷して、電線相互が直接接触した場合や
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釘等の金属を介して電線相互がつながった場合等をいう。抵抗が非常に小

さいため大電流が流れ、接触部分には溶痕ができる。

※（注１２～１５）は、火災発生原因調査要領（電気火災編）財団法人消防科学

総合センターより抜粋

2.9.2 機体から取り卸された装備品の点検結果について

本重大インシデント発生に関連し、同機から取り卸された装備品について、点検

を実施し、結果は以下のとおりであった。

(1) APU BATTERY CHARGER 異常なし

(2) APU BATTERY 異常なし

(3) APU TRU 異常なし

(4) ELCU-GALLEY FEEDER2 サーキット・カード等の部品が焼損

2.9.3 焼損したクランプ及び電線の詳細調査

本重大インシデントで焼損した電線及びクランプを同機の設計・製造会社に送

り、米国事故調査当局係官立ち会いの下、設計・製造会社の設備を使用して原因解

析を行った。結果は、以下のとおりであった。

(1) 焼損は、絶縁の破れた電線とブラケットが干渉したことにより、短絡が起

こり、その際の高熱で火炎が発生した。

、 。(2) 電線束とブラケットがいつ頃から干渉したのかは 明らかにできなかった

(3) クランプが変形したことについては、何か曲げるような力が働いたことに

よる。

また、同社は、本重大インシデントに類する事例は過去に経験しておらず、同機

の設計・製造会社に対し、他オペレーターから本重大インシデントと同様な、又は

類似した事例の報告を受けたことがあるかどうかの照会を行ったが 「報告は受け、

ていない」旨の回答があった。

２.１０ その他必要な事項

2.10.1 同機の最近の定期整備実施状況

同社の整備規程に基づく同機の直近の定期整備として、平成１６年６月１８日か

ら７月１１日まで、同機は、Ｃ整備及び腐食防止対策に係る構造検査を同社機体メ

ンテナンスセンター（東京国際空港内）で実施されていた｡このＣ整備の中で､今回

電線束の焼損があったバルク・カーゴ左側側面の汚水タンク裏側のＳＴＡ２１２０

付近において直接実施された整備作業はなかったが、ＳＴＡ２１２０近傍の整備現

場に出入りするために、当該焼損にかかる場所に整備作業者が立入る事例が、電装
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整備１件及び構造整備１件、計２件あった。

2.10.2 当該焼損にかかる場所に立入った整備関係者の口述は以下のとおりであっ

た。

(1) 電装整備担当整備士

温度センサーが外れているという不具合を解消するための作業であった。

作業場所は、後方汚水タンクの裏であった。共同作業者が、タンク後方の支

柱と支柱の間から入り、立ち上がる余裕は全くなかったので、中に体を横向

きにしながら這うようにして、所定の作業を実施し、同じ姿勢で出てきた。

私が作業リーダーだったので、共同作業者の後ろからいろいろとサポート

し、状況を見守った。後ろから見ていた範囲では、作業者が出たあとも電線

に特に異常は認められなかった。

(2) 構造整備担当整備士

ＳＴＡ１８４０から２１００、ストリンガー２９Ｌから３４Ｌの間のフレ

ームに対する構造の目視点検を実施した。

構造検査はストリンガーに足をかけて検査を行った。入ったのは、タンク

の横からであった。前方からは狭くて入れなかった。出るときも同じタンク

の横からであった。立ったままでは入ることが出来なくて、最初から横にな

って入った。目立つ電線なので、当然あることは認識し、踏んだりして傷つ

けないように気をつけていた。断熱材の取り外し、取り付けをしている間も

体重をかけないように気を付けていた。しかし、全くさわらないようにとい

うのは無理だと思う。整備実施後、出て来た後も電線の状態を再度点検し、

異常のないことを確認した。

2.10.3 その他の情報

(1) 同社は、本重大インシデント直後、同社が使用する同機と同型式の機体

（ ） （ ） 、７４７－４００を含む 全２２機 重大インシデント機を除く について

ＳＴＡ２１２０近傍及びその周辺を通る電線の状態点検を実施したが、不具

合は発見されなかった。

その後、更にクランプの変形に注意し、同部位の詳細な点検を行ったとこ

ろ、電線に不具合のあったものが１機、電線とブラケットが干渉しているも

のが３機、クランプ変形などの不具合があったものが１４機あった。

不具合が電線にまで至っていたものは、クランプが外圧により下側に変形

した結果、クランプのラバー部分をブラケットの鋭利な部分が貫通し、クラ

ンプ内を通る電線外皮の絶縁体に損傷を与えたものであった。
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(2) 現在、同型式機に係る同部位の電線の状態点検は、同社の整備規程に基づ

く整備要目として規定されていない。

（写真７参照）

３ 事実を認定した理由

３.１ 機長及び副操縦士は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証

明を有していた。

、 、 。３.２ 同機は 有効な耐空証明を有しており 所定の整備及び点検が行われていた

３.３ 東京国際空港から、同空港において、ＡＰＵを始動させるまでの飛行につい

ては、機長及び副操縦士が口述しているように、通常どおりの運航であったと推定さ

れる。

３.４ クランプ内の電線束の配置について

2.8.6から、ＳＴＡ２１２０におけるクランプ内での各電線配置で、クランプの溶

融した金属部分に最も接近していた電線は、W4812-005/006/007であったと推定され

る。

３.５ 電線焼損へ至る経緯

(1) 2.7.1、2.10.2(1)、2.10.2(2)及び2.10.3(1)に記述したとおり、火炎が発生

した場所は非常に狭いが、整備作業によっては出入りすることもある場所であ

。 、 、る 適当な足をかける場所もなく 中央付近には電線束が通っていたことから

ここを出入りする整備作業者は、電線束に十分注意していたとしても、無意識

に足が当たるなどして、徐々にクランプが下方に押し曲げられ、ブラケットが

クランプに損傷を与えていた可能性が考えられるが、直近のＣ整備作業時まで

は“ELEC UTIL BUS”に関連するような不具合は、発生していなかったと考え

られる。又、2.10.1に記述したとおり、直近のＣ整備作業又はその準備におい

て、ブラケットがクランプのゴム部分を貫通する不具合に進展した可能性が考

えられる。

(2) Ｃ整備実施後の“UTIL BUS L”メッセージ表示について

2.7.1に記述したとおり、定期整備実施後、同機はＡＰＵ始動後に“UTIL
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BUS L”メッセージを９回表示していた。

これは、2.9.1、３.４及び上記(1)に記述したとおり、W4812-005若しくは

-006の芯線が半断線状態となり、ＡＰＵ始動時にそこを流れる三相電流値の差

が許容値を超えたこと、又は、電流の位相差が許容値を超えたことにより、

ＥＬＣＵが電力供給を停止したため、その結果、Utility又はGalley Busに電

力が供給されずに “UTIL BUS L”メッセージが表示された可能性が考えられ、

る。

ＡＰＵは、ＡＰＵ始動時に必要な電力供給をＥＬＣＵが切断しても、自動的

にＡＰＵバッテリーから始動に必要な電力供給を受けることができるため、

ＡＰＵが始動し、操縦室からリセットを行ったときは、RLY GALY TRU XFR

、(GALLEY TRU TRANSFER RELAY)の接点が正常な別の回路の方に切り替わるため

リセットが可能になり、通常の表示をしていた可能性が考えられる。

(3) 本重大インシデント時の“UTIL BUS L”メッセージ表示について

2.7.4、2.7.5、2.9.1、2.10.3(1)、３.４及び上記(2)に記述したとおり、ブ

ラケットと電線が接触又は、半断線していたことで電線が発熱し、電線外皮の

絶縁体は、損傷を拡大していた可能性が考えられる。また同機は、同空港着陸

時の振動等により、絶縁体の破れたW4812-005又は-006の電線とブラケットが

接触し、電気的短絡状態になり、ＡＰＵ始動時に短絡電流又は離れる際のアー

ク放電 により、電線、クランプ及びブラケットの金属部の一部が溶融（注１６）

したと推定される。この際に、W4817-004が焼損し、かつ上流側の電線が機体

と短絡したため、ＭＥＣ内 Ｐ１８０パネルで、“DC1 Distribution”CB

（１５Ａ）が作動したものと考えられる。

また、この電気的短絡状態によって当該部から火炎が発生し、この火炎は付

近の断熱材や埃に燃え移ったと考えられる。

2.9.2に記述したとおり、この時の短絡電流は、ELCU-GALLEY FEEDER2の内部

の回路やサーキット・カード等部品に焼損を与えたと考えられる。

操縦室からリセットを行ったとしても、既にELCU-GALLEY FEEDER2が損傷し

ており、ELCU-GALLEY FEEDER2の下流へ電力が供給されずに、メッセージを発

出し続けたと考えられる。

(4) 本重大インシデント時の“BAT CHARGER APU”メッセージ等表示について

2.1.1、2.1.2(3)、2.7.2、2.7.4、2.9.1及び上記(3)に記述したとおり、電

気的短絡状態による火花又は断熱材若しくは埃に燃え移った火炎が、ＳＴＡ

２１２０より約３２cm機首よりの電線絶縁体の外皮を焼損させたため、当日

１６時１９分ごろ、W4817-001等が同じ電線束内の他の電線との間で、２度目

の短絡が起こり、そのため、ＭＥＣ内 Ｐ５１４CBパネルで、“AC 1-GSB”CB
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（５０Ａ）が作動し、下流のMAIN BAT CHARGERやAPU BAT CHARGERに電力が供

給されなくなったため “BAT CHARGER APU”及び“BAT CHARGER MAIN”メッセ、

ージが表示されたと考えられる。

（注１６）アーク放電では、数アンペア程度の電流が流れ、非常に高温（数千℃）の

火花を発する。

（付図４参照）

３.６ 重大インシデント直前に、同社で行ったＣ整備実施との関連

2.10.3(1)に記述したとおり、焼損したクランプの状況や、重大インシデント発生

後に行われた他機の点検結果などにより、当該周辺のクランプが外圧によって、下側

に曲げられていたものが多数あった。

2.10.2に記述したとおり、直近のＣ整備実施の際に構造及び電装関係整備を行った

整備作業者は、立ち入りにあたっては、電線を傷つけることのないように、十分に配

慮をしていたと口述している。

しかし、整備作業者が、十分に配慮をしていたとしても、作業場所が大変狭く足の

置き場もないような場所であったため、無意識のうちに足が当たるなどして、電線や

クランプに外圧が加わり、クランプを変形させたものと考えられる。

また、変形したクランプの曲がりや傷の付き具合などと、当該焼損にかかる部位へ

立ち入った回数との関係は明らかにすることはできなかった。

３．７ “UTIL BUS L”メッセージに対する処置

2.7.1に記述したとおり、同機では、直近のＣ整備後に“UTIL BUS L”メッセージ

が多数回表示されたが、同社はその都度ＦＩＭの手順に基づくユーティリティ・パワ

ー・スイッチのリセットや関連ユニットの交換を実施したことにより同メッセージが

解消したため、根本的なメッセージ発生の原因をつかめず、ついには火炎の発生にま

でつながったものと推定される。

同社が本重大インシデント発生前に根本的な原因を特定できなかった要因として

は、ＦＩＭの手順がＡＰＵ始動時の不具合発生を想定していなかったこと、当該メッ

セージが運航した便すべてで表示されたわけではないこと、及び連続して表示されて

いなかったことが関与したものと推定される。

“UTIL BUS L”メッセージの表示に係るＦＩＭ手順は、ＡＰＵ始動時に表示される

場合を想定していないことから、この部分を追加して設定することが適切であると考

えられる。

幸い大事に発展することは無かったが、火災の発生位置や時機によっては、重大な

事態を招く可能性も考えられる。不具合メッセージの発生に対しては、小さい不具合
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の内に原因を見極め、それによる危険度を判断し、適切に不具合解消に努めるべきで

ある。

３.８ 電線の配線について

３.６に記述したとおり、本重大インシデントは、作業のためにアクセスが困難な

バルクカーゴ左側面のタンク裏付近で、無意識のうちに電線やクランプに足を当てる

などの外圧を長期間にわたり繰り返し整備作業者が加えたことで、ブラケットが電線

の外部絶縁体を破壊し 発生したと考えられる この不具合は 以下の(1) (2) (3)、 。 、 、 、

の対策のいずれかを行うことによって防止することができると考えられる。

(1) 電線やクランプに外圧が加えられても、ブラケットとクランプ内部の電線が

干渉しないように設計を変更すること

(2) 電線の経路を、踏まれる可能性のない位置に変更すること

(3) 当該焼損にかかる部位周辺の電線の状態について、クランプの曲がりに特に

注意し、詳細点検を実施すること。また、当該部位へ立ち入る作業を行う整備

作業員に対し、電線などを傷つけるおそれがある旨を、整備作業指示書に記載

することなどにより、注意喚起を図ること

４ 原 因

本重大インシデントは、電線のクランプが外圧により変形し、ブラケットがクラン

プのラバー部を破り、クランプ内を通る電線の被膜を破り、補助動力装置始動時に、

被膜の破れた電線とブラケットが電気的に短絡状態となり、短絡電流又はその離れる

際のアーク放電のため、電線及び断熱材を焼損させ、航空機内における火炎の発生と

なったことによるものと考えられる。

５ 安全勧告

航空・鉄道事故調査委員会は、本重大インシデントに鑑み、アメリカ合衆国連邦航

空局に対して以下のとおり勧告する。

ボーイング社は、Ｂ７４７－４００系列型機について、ブラケットとクランプ

内部の電線が干渉し 火炎が発生する不具合を防止するため以下の(1) (2) (3)、 、 、

の対策の何れかを講じること
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(1) 電線やクランプに外圧が加えられても、ブラケットとクランプ内部の電

線が干渉しないように設計を変更すること

(2) 電線の経路を、踏まれる可能性のない位置に変更すること

(3) 当該焼損に係る部位周辺の電線の状態について、クランプの曲がりに特

に注意し、詳細点検を実施するよう、同型式航空機所有の航空会社に通知

すること。また、当該部位へ立ち入る作業を行う整備作業員に対し、電線

などを傷つけるおそれがある旨を、整備作業指示書に記載することなどに

より、注意喚起を図ること

６ 所 見

本重大インシデントは、作業のためアクセスが困難なバルクカーゴ左側面のタンク

裏付近で、無意識のうちに電線やクランプに足を当てるなどの外圧を長期間に亘り繰

り返し整備作業者が加えたことが関与しているものと考えられることから、我が国の

航空会社は、同型機の当該焼損にかかる部位周辺の電線の状態について、クランプの

曲がりに特に注意し、詳細点検を実施する必要がある。また、当該部位へ立ち入る作

業を行う整備作業員に対し、電線などを傷つけるおそれがある旨を、整備作業指示書

に記載することなどにより、注意喚起を図ること

７ 参考事項

同社が実施した改善措置

(1) 同社は、整備作業者に品質管理通報による注意喚起を行うとともに、認定作業

者共通訓練の資料に、今回の事例を反映した。

(2) 同社は、同型機において、当該部位及びその前後に位置する同様の不具合が発

生する可能性のある部位に対する一斉点検を行い、少しでも曲がりの認められた

クランプ全てを交換した。

(3) 同社は、狭隘部位の作業に使用する電気配線保護カバーを考案し、必要な部門

に配置した。

(4) 同社は、当該ＥＩＣＡＳメッセージに対するＦＩＭの処置手順に不足点がある

ことをボーイング社に連絡し、改訂要求を行った。また、改訂が実施されるまで

の間の対応として、ＦＩＭ技術通報を発行した。
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(5) 同社は、当該部位へのアクセス・パネルに、作業時における電気配線に対する

注意文を貼付した。



付図１ 推定飛行経路図及び走行経路図 
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付図２ ボーイング式７４７－４００D型三面図 
単位：ｍ 
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付図３ 焼損箇所詳細図 
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写真１ 当該機 

 

写真２ 焼損箇所 
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写真３ 焼損電線一覧 
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写真４ 焼損、溶融したクランプ 

 
写真５ 焼損した断熱材 
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写真６ 溶融したブラケットと継ぎ板の一部 

 

写真７ 干渉を受けたクランプ 

 

ラバー部分を 
貫通している。 

クランプの変形に注意し、詳細な点検で発見された 
クランプの不具合 
左より、不具合の程度が大きくなってきている。 

継ぎ板の一部 

ブラケット 
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写真８－１ クランプとブラケットの関係 その１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真８－２ クランプとブラケットの関係 その２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正常なクランプの位置

外圧が加わり、下方向に

変形しているクランプ

溶融したブラケット

損傷し一部溶融したクランプ

約２ｃｍ下に

折り曲げられていた



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


